
【記入例１】 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

〔前年中の公的年金等の収入が４００万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が２０万円以下〕  

※ 所得税が還付になる方は、確定申告をしなければ所得税の還付を受けられませんのでご注意ください。 

◆申告者   石狩 太郎 生年月日：昭和３０年８月７日（70 歳） 

◆収 入  ・公的年金等 → 2,567,000 円 

      ・個人年金  → 500,000 円（必要経費 400,000 円） 

◆控 除  ・社会保険料 → 200,000 円（国民健康保険 150,000 円、介護保険 50,000 円） 

      ・生命保険料 → 旧一般生命保険料の支払額：150,000 円→ 控除額 35,000 円 

介護医療保険料の支払額 ：120,000 円→ 控除額 28,000 円 

◆扶養家族 ・石狩 花子【妻】生年月日：昭和３０年 8 月 8 日（７０歳） 無収入 

※所得額や控除額については市民税・道民税申告の手引きを参考に計算を行ってください。 



【記入例２】 

   

 

 

 

 

 

〔前年中に収入がなかった場合〕 
※前年中に収入がなかった方も、市民税・道民税申告が必要です。申告を行っていない場合、国民

年金保険料免除等の各種申請や国民健康保険税の軽減制度が受けられない場合がありますのでご注意ください。 

◆申告者   石狩 太郎 生年月日：昭和３０年８月７日 

◆収 入   無収入（非課税収入のみ） 

◆控 除   なし 

 

所得金額合計欄に「0」を

記入してください。 

必要事項を記入してください。 

提出日を記入し

てください。 


